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処分の種類

根拠法令条例
等・条項

処分の概要

処分基準
（未設定の場合
はその理由）

基準の制定根拠

未設定（法令等の規定において言い尽くされているため）

【参考】養鶏振興法第１０条第１項第１号から第５号
１　ふ化場が登録ふ化業者としてのふ化場の要件に適合しなくなったとき。
２　新たにふ化場を開設した場合に、要件適合の確認を受けないで当該ふ化場において
種卵をふ化する事業を行ったとき。
３　偽りその他不正な手段により確認又は登録を受けたとき。
４　養鶏振興法若しくは家畜伝染病予防法若しくはこれらに基づく命令の規定又はこれら
に基づく処分に違反したとき。
５　ふ化業者が法人であって、その役員のうち、いかに該当する者がある場合。
　（１）登録の取り消しを受けた日から２年を経過しない者。
　（２）登録の取り消し以外に養鶏振興法若しくは家畜伝染病予防法若しくはこれらに基づ
く命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した日から２年を経過しない者。

ー

行政手続法・行政手続条例適用の不利益処分に係る処分基準

ふ化業者登録の取消

養鶏振興法（昭和３５年法律第４９号）第１０条第１項

登録ふ化業者の登録の取消


